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○

保
険
業
法
第
百
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
長
期
の
保
険
契
約
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
責
任
準
備
金
の
積
立
方
式
及
び
予
定
死
亡
率
そ
の
他
の

責
任
準
備
金
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
べ
き
係
数
の
水
準
（
平
成
八
年
大
蔵
省
告
示
第
四
十
八
号
）

改

正

案

現

行

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
十
六
条
第
二
項
（
第
百
九
十
九

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
十
六
条
第
二
項
（
第
百
九
十
九

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
長
期
の
保
険
契
約

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
長
期
の
保
険
契
約

（
外
国
保
険
会
社
等
に
あ
っ
て
は
、
日
本
に
お
け
る
長
期
の
保
険
契
約
）
で
内
閣

（
外
国
保
険
会
社
等
に
あ
っ
て
は
、
日
本
に
お
け
る
長
期
の
保
険
契
約
）
で
内
閣

府
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
責
任
準
備
金
の
積
立
方
式
及
び
予
定
死
亡
率
そ

府
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
責
任
準
備
金
の
積
立
方
式
及
び
予
定
死
亡
率
そ

の
他
の
責
任
準
備
金
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
べ
き
係
数
の
水
準
を
次
の
よ
う
に
定

の
他
の
責
任
準
備
金
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
べ
き
係
数
の
水
準
を
次
の
よ
う
に
定

め
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

め
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

１

責
任
準
備
金
の
積
立
方
式
、
予
定
死
亡
率
及
び
予
定
利
率
の
水
準
は
、
次
に

１

責
任
準
備
金
の
積
立
方
式
、
予
定
死
亡
率
及
び
予
定
利
率
の
水
準
は
、
次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

積
立
方
式
は
、
平
準
純
保
険
料
式
と
す
る
。

一

積
立
方
式
は
、
平
準
純
保
険
料
式
と
す
る
。

二

予
定
死
亡
率
は
、
保
険
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
二
条

二

予
定
死
亡
率
は
、
保
険
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
二
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
法
人
が
作
成
し
、
金
融
庁
長
官
が

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
法
人
が
作
成
し
、
金
融
庁
長
官
が

検
証
し
た
も
の
で
あ
り
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

検
証
し
た
も
の
で
あ
り
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

イ

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
締
結
し
た
保
険
契
約

生
保
標
準

イ

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
締
結
す
る
保
険
契
約

生
保
標
準

生
命
表
一
九
九
六
（
死
亡
保
険
用
）
又
は
生
保
標
準
生
命
表
一
九
九
六
（

生
命
表
一
九
九
六
（
死
亡
保
険
用
）
又
は
生
保
標
準
生
命
表
一
九
九
六
（

年
金
開
始
後
用
）
の
死
亡
率
の
欄
に
掲
げ
る
率

年
金
開
始
後
用
）
の
死
亡
率
の
欄
に
掲
げ
る
率

ロ

平
成
十
九
年
四
月
一
日
以
降
締
結
す
る
保
険
契
約

生
保
標
準
生
命
表

ロ

平
成
十
九
年
四
月
一
日
以
降
締
結
す
る
保
険
契
約

生
保
標
準
生
命
表

二
〇
〇
七
（
死
亡
保
険
用
）
、
生
保
標
準
生
命
表
二
〇
〇
七
（
年
金
開
始

二
〇
〇
七
（
死
亡
保
険
用
）
、
生
保
標
準
生
命
表
二
〇
〇
七
（
年
金
開
始
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後
用
）
又
は
第
三
分
野
標
準
生
命
表
二
〇
〇
七
の
死
亡
率
の
欄
に
掲
げ
る

後
用
）
又
は
第
三
分
野
標
準
生
命
表
二
〇
〇
七
の
死
亡
率
の
欄
に
掲
げ
る

率

率

三

予
定
利
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

三

予
定
利
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

イ

平
成
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
締
結
し
た
保
険
契
約

二
・
七
五

イ

平
成
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
締
結
す
る
保
険
契
約

二
・
七
五

パ
ー
セ
ン
ト

パ
ー
セ
ン
ト

ロ

平
成
十
一
年
四
月
一
日
以
降
締
結
す
る
保
険
契
約

二
パ
ー
セ
ン
ト

ロ

平
成
十
一
年
四
月
一
日
以
降
締
結
す
る
保
険
契
約

二
パ
ー
セ
ン
ト

２

前
項
第
二
号
の
予
定
死
亡
率
以
外
の
予
定
死
亡
率
を
責
任
準
備
金
の
計
算
の

２

前
項
第
二
号
の
予
定
死
亡
率
以
外
の
予
定
死
亡
率
を
責
任
準
備
金
の
計
算
の

基
礎
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
保
険
契
約
に
あ
っ
て

基
礎
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
保
険
契
約
に
あ
っ
て

は
、
同
号
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

は
、
同
号
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

３

前
二
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
保
険
料
積
立
金
又
は
払
戻
積
立

３

前
二
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
保
険
料
積
立
金
又
は
払
戻
積
立

金
の
額
が
そ
れ
ぞ
れ
の
契
約
者
価
額
を
下
回
る
場
合
に
は
、
当
該
契
約
者
価
額

金
の
額
が
そ
れ
ぞ
れ
の
契
約
者
価
額
を
下
回
る
場
合
に
は
、
当
該
契
約
者
価
額

を
も
っ
て
保
険
料
積
立
金
又
は
払
戻
積
立
金
と
す
る
。

を
も
っ
て
保
険
料
積
立
金
又
は
払
戻
積
立
金
と
す
る
。

４

第
一
項
第
三
号
ロ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
以
降
、

４

第
一
項
第
三
号
ロ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
以
降
、

基
準
日
（
毎
年
十
月
一
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
同
じ

毎
年
十
月
一
日
を
基
準
日
と
し
て
、
基
準
日
の
属
す
る
月
の
前
月
か
ら
過
去
三

。
）
の
属
す
る
月
の
前
月
か
ら
過
去
三
年
間
に
発
行
さ
れ
た
利
付
国
庫
債
券
（

年
間
に
発
行
さ
れ
た
利
付
国
庫
債
券
（
十
年
）
の
応
募
者
利
回
り
（
償
還
金
額

十
年
）
の
応
募
者
利
回
り
（
償
還
金
額
か
ら
発
行
価
格
を
減
じ
た
も
の
を
発
行

か
ら
発
行
価
格
を
減
じ
た
も
の
を
発
行
か
ら
償
還
ま
で
の
期
間
で
除
し
て
得
た

か
ら
償
還
ま
で
の
期
間
で
除
し
て
得
た
率
に
表
面
利
率
を
加
え
た
も
の
を
発
行

率
に
表
面
利
率
を
加
え
た
も
の
を
発
行
価
格
で
除
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同

価
格
で
除
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

じ
。
）
の
平
均
値
、
又
は
基
準
日
の
属
す
る
月
の
前
月
か
ら
過
去
十
年
間
に
発

の
平
均
値
、
又
は
基
準
日
の
属
す
る
月
の
前
月
か
ら
過
去
十
年
間
に
発
行
さ
れ

行
さ
れ
た
利
付
国
庫
債
券
（
十
年
）
の
応
募
者
利
回
り
の
平
均
値
の
い
ず
れ
か

た
利
付
国
庫
債
券
（
十
年
）
の
応
募
者
利
回
り
の
平
均
値
の
い
ず
れ
か
低
い
方

低
い
方
の
も
の
（
以
下
「
対
象
利
率
」
と
い
う
。
）
を
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
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の
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
対
象
利
率
」
と
い
う
。
）
を
次
の
表
の
上

る
対
象
利
率
に
区
分
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
数
値
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
安
全
率

欄
に
掲
げ
る
対
象
利
率
に
区
分
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
数
値
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
た
数
値
の
合
計
値
（
以
下
「
基
準
利
率
」
と
い
う
。
）

る
安
全
率
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
た
数
値
の
合
計
値
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

が
、
基
準
日
時
点
で
適
用
さ
れ
て
い
る
予
定
利
率
と
比
較
し
て
〇
・
五
パ
ー
セ

「
基
準
利
率
」
と
い
う
。
）
が
、
基
準
日
時
点
で
適
用
さ
れ
て
い
る
予
定
利
率

ン
ト
以
上
乖
離
し
て
い
る
場
合
に
は
、
基
準
利
率
に
最
も
近
い
〇
・
二
五
パ
ー

と
比
較
し
て
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
乖
離
し
て
い
る
場
合
に
は
、
基
準
利
率

セ
ン
ト
の
整
数
倍
の
利
率
（
基
準
利
率
が
〇
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
整
数
倍
の

に
最
も
近
い
〇
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
整
数
倍
の
利
率
（
基
準
利
率
が
〇
・
二

利
率
と
〇
・
一
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
乖
離
し
て
い
る
場
合
は
、
基
準
利
率
を
超
え

五
パ
ー
セ
ン
ト
の
整
数
倍
の
利
率
と
〇
・
一
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
乖
離
し
て
い
る

ず
、
か
つ
、
基
準
利
率
に
最
も
近
い
〇
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
整
数
倍
の
利
率

場
合
は
、
基
準
利
率
を
超
え
ず
、
か
つ
、
基
準
利
率
に
最
も
近
い
〇
・
二
五
パ

と
す
る
。
）
を
予
定
利
率
と
し
、
基
準
日
の
翌
年
の
四
月
一
日
以
降
締
結
す
る

ー
セ
ン
ト
の
整
数
倍
の
利
率
）
を
予
定
利
率
と
し
、
当
該
基
準
日
の
翌
年
の
四

保
険
契
約
に
適
用
す
る
。

月
一
日
以
降
締
結
す
る
保
険
契
約
に
適
用
す
る
。

対

象

利

率

安
全
率
係
数

対

象

利

率

安
全
率
係
数

〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
、
一
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

〇
・
九

〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
、
一
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

〇
・
九

の
部
分

の
部
分

一
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
、
二
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト

〇
・
七
五

一
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
、
二
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト

〇
・
七
五

以
下
の
部
分

以
下
の
部
分

二
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
、
六
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト

〇
・
五

二
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
、
六
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト

〇
・
五

以
下
の
部
分

以
下
の
部
分
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六
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
部
分

〇
・
二
五

六
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
部
分

〇
・
二
五

５

第
一
項
第
三
号
ロ
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
七
年
四
月

（
新
設
）

一
日
以
降
締
結
す
る
第
一
号
保
険
契
約
及
び
第
二
号
保
険
契
約
（
そ
れ
ぞ
れ
次

の
表
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
は
、
次
の
表
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
保

険
契
約
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
対
象
利
率
を
次
の
表
三
の
上

欄
に
掲
げ
る
対
象
利
率
に
区
分
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
数
値
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
安
全
率
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
た
数
値
の
合
計
値
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
基
準
利
率
」
と
い
う
。
）
が
、
基
準
日
（
毎
年
一
月
一
日
、
四
月
一
日
、
七

月
一
日
及
び
十
月
一
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

時
点
で
適
用
さ
れ
て
い
る
予
定
利
率
と
比
較
し
て
〇
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

乖
離
し
て
い
る
場
合
に
は
、
基
準
利
率
に
最
も
近
い
〇
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の

整
数
倍
の
利
率
（
基
準
利
率
が
〇
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
整
数
倍
の
利
率
と
〇

・
一
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
乖
離
し
て
い
る
場
合
は
、
基
準
利
率
を
超
え
ず
、
か
つ

、
基
準
利
率
に
最
も
近
い
〇
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
整
数
倍
の
利
率
）
を
予
定

利
率
と
し
、
当
該
基
準
日
か
ら
三
月
を
経
過
し
た
日
以
降
締
結
す
る
保
険
契
約

に
適
用
す
る
。

表
一

第
一
号
保
険
契
約

保
険
料
を
一
時
に
払
い
込
む
こ
と
を
内
容
と
す
る
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保
険
契
約
（
特
別
勘
定
（
法
第
百
十
八
条
第
一
項
（

法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
特
別
の
勘
定
を
い
う
。

以
下
こ
の
表
及
び
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設

け
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要

件
の
全
て
を
満
た
す
保
険
契
約

一

法
第
三
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
保
険
又
は

同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
保
険
（
同
項
第
一
号
に
掲

げ
る
保
険
に
併
せ
て
引
き
受
け
る
も
の
に
限
る
。

）
の
う
ち
、
被
保
険
者
の
死
亡
（
余
命
が
一
定
の

期
間
以
内
で
あ
る
と
医
師
に
よ
り
診
断
さ
れ
た
身

体
の
状
態
及
び
重
度
の
障
害
に
該
当
す
る
状
態
を

含
む
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
同

項
第
二
号
イ
、
ロ
、
ニ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
事
由
に

関
し
保
険
金
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
保
険
に
係

る
保
険
契
約
（
被
保
険
者
の
死
亡
に
関
す
る
保
険

金
の
額
（
そ
の
締
結
の
日
か
ら
一
定
期
間
を
経
過

し
た
後
保
険
金
の
額
が
増
額
又
は
減
額
さ
れ
る
こ

と
が
定
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
増
額
又
は

減
額
後
の
保
険
金
の
額
）
が
保
険
料
（
保
険
業
法

施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
。
第
十

項
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
十
三
条

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
既
契
約
の
責
任
準
備
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金
、
返
戻
金
の
額
そ
の
他
の
被
保
険
者
の
た
め
に

積
み
立
て
ら
れ
て
い
る
額
（
以
下
こ
の
表
に
お
い

て
「
転
換
価
額
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
）
の
額

未
満
の
も
の
を
除
く
。
）

二

そ
の
保
険
期
間
が
被
保
険
者
の
死
亡
の
時
又
は

法
第
三
条
第
四
項
第
二
号
イ
、
ロ
、
ニ
若
し
く
は

ホ
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
時
ま
で
と
さ
れ
る
も

の

第
二
号
保
険
契
約

保
険
料
を
一
時
に
払
い
込
む
こ
と
を
内
容
と
す
る

保
険
契
約
（
特
別
勘
定
を
設
け
る
も
の
を
除
く
。
）

で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
も
の

一

法
第
三
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
保
険
又
は

同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
保
険
（
同
項
第
一
号
に
掲

げ
る
保
険
に
併
せ
て
引
き
受
け
る
も
の
に
限
る
。

）
の
う
ち
、
被
保
険
者
の
生
存
及
び
そ
の
保
険
期

間
の
満
了
前
の
被
保
険
者
の
死
亡
又
は
同
項
第
二

号
イ
、
ロ
、
ニ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
事
由
に
関
し
保

険
金
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
保
険
に
係
る
保
険

契
約
（
保
険
期
間
の
満
了
後
に
支
払
う
被
保
険
者

の
生
存
に
関
す
る
保
険
金
の
額
又
は
そ
の
保
険
期

間
の
満
了
前
に
支
払
う
被
保
険
者
の
死
亡
に
関
す
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る
保
険
金
の
額
（
そ
の
締
結
の
日
か
ら
一
定
期
間

を
経
過
し
た
後
保
険
金
の
額
が
増
額
又
は
減
額
さ

れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
増

額
又
は
減
額
後
の
保
険
金
の
額
）
が
保
険
料
（
転

換
価
額
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額

未
満
の
も
の
を
除
く
。
）

二

法
第
三
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
保
険
の
う

ち
、
被
保
険
者
の
生
存
に
関
し
て
保
険
金
を
支
払

う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
保
険
に
係
る
保
険

契
約
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ

て
、
当
該
保
険
契
約
に
基
づ
き
被
保
険
者
の
生
存

に
関
し
て
支
払
う
保
険
金
以
外
の
金
銭
の
支
払
（

契
約
者
配
当
（
法
第
百
十
四
条
第
一
項
（
法
第
百

九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
規
定
す
る
契
約
者
配
当
を
い
う
。
）
又
は
社
員

に
対
す
る
剰
余
金
の
分
配
及
び
解
約
に
よ
る
返
戻

金
の
支
払
を
除
く
。
）
が
、
当
該
保
険
契
約
で
定

め
る
被
保
険
者
の
死
亡
に
関
し
支
払
う
保
険
金
に

限
ら
れ
、
当
該
保
険
金
の
額
が
保
険
料
の
額
又
は

被
保
険
者
の
た
め
に
積
み
立
て
た
金
額
に
比
し
て

妥
当
な
も
の
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表
二

保
険
契
約

対

象

利

率

第
一
号
保
険
契
約

次
に
掲
げ
る
値
の
い
ず
れ
か
低
い
方
の
も
の

一

基
準
日
の
属
す
る
月
の
前
月
か
ら
過
去
三
月
間

の
利
付
国
庫
債
券
（
十
年
）
の
流
通
利
回
り
（
財

務
省
が
年
限
別
に
算
出
し
公
表
す
る
半
年
複
利
金

利
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

平
均
値
に
基
準
日
の
属
す
る
月
の
前
月
か
ら
過
去

三
月
間
の
利
付
国
庫
債
券
（
二
十
年
）
の
流
通
利

回
り
の
平
均
値
を
加
え
て
二
で
除
し
た
値

二

基
準
日
の
属
す
る
月
の
前
月
か
ら
過
去
一
年
間

の
利
付
国
庫
債
券
（
十
年
）
の
流
通
利
回
り
の
平

均
値
に
基
準
日
の
属
す
る
月
の
前
月
か
ら
過
去
一

年
間
の
利
付
国
庫
債
券
（
二
十
年
）
の
流
通
利
回

り
の
平
均
値
を
加
え
て
二
で
除
し
た
値

第
二
号
保
険
契
約

次
に
掲
げ
る
値
の
い
ず
れ
か
低
い
方
の
も
の

一

基
準
日
の
属
す
る
月
の
前
月
か
ら
過
去
三
月
間

の
利
付
国
庫
債
券
（
十
年
）
の
流
通
利
回
り
の
平

均
値

二

基
準
日
の
属
す
る
月
の
前
月
か
ら
過
去
一
年
間
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の
利
付
国
庫
債
券
（
十
年
）
の
流
通
利
回
り
の
平

均
値

表
三

対

象

利

率

安
全
率
係
数

〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
、
一
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の

〇
・
九

部
分

一
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
、
二
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以

〇
・
七
五

下
の
部
分

二
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
、
四
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以

〇
・
五

下
の
部
分

四
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
部
分

〇
・
二
五

６

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
降
締
結
す
る
第
二
号
保
険
契
約
の
う
ち
、
そ
の

（
新
設
）

保
険
期
間
が
二
十
年
以
上
又
は
被
保
険
者
の
死
亡
の
時
ま
で
と
さ
れ
る
も
の
に

お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
表
二
第
一
号
保
険
契
約
の
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項
に
定
め
る
対
象
利
率
を
同
項
の
表
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
対
象
利
率
に
区
分
し

て
そ
れ
ぞ
れ
の
数
値
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
安
全
率
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ

た
数
値
の
合
計
値
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
利
率
」
と
い
う
。
）
が
、

基
準
日
時
点
で
適
用
さ
れ
て
い
る
予
定
利
率
と
比
較
し
て
〇
・
二
五
パ
ー
セ
ン

ト
以
上
乖
離
し
て
い
る
場
合
に
は
、
基
準
利
率
に
最
も
近
い
〇
・
二
五
パ
ー
セ

ン
ト
の
整
数
倍
の
利
率
（
基
準
利
率
が
〇
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
整
数
倍
の
利

率
と
〇
・
一
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
乖
離
し
て
い
る
場
合
は
、
基
準
利
率
を
超
え
ず

、
か
つ
、
基
準
利
率
に
最
も
近
い
〇
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
整
数
倍
の
利
率
）

を
予
定
利
率
と
し
、
当
該
基
準
日
か
ら
三
月
を
経
過
し
た
日
以
降
締
結
す
る
保

険
契
約
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

第
一
項
第
三
号
ロ
及
び
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
七
年
四

（
新
設
）

月
一
日
以
降
締
結
す
る
第
一
号
保
険
契
約
及
び
第
二
号
保
険
契
約
以
外
の
保
険

契
約
に
お
い
て
は
、
基
準
日
の
属
す
る
月
の
前
月
か
ら
過
去
三
年
間
に
発
行
さ

れ
た
利
付
国
庫
債
券
（
十
年
）
の
応
募
者
利
回
り
の
平
均
値
、
又
は
基
準
日
の

属
す
る
月
の
前
月
か
ら
過
去
十
年
間
に
発
行
さ
れ
た
利
付
国
庫
債
券
（
十
年
）

の
応
募
者
利
回
り
の
平
均
値
の
い
ず
れ
か
低
い
方
の
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
対
象
利
率
」
と
い
う
。
）
を
第
五
項
の
表
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
対
象
利

率
に
区
分
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
数
値
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
安
全
率
係
数
を
乗

じ
て
得
ら
れ
た
数
値
の
合
計
値
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
利
率
」
と
い

う
。
）
が
、
基
準
日
時
点
で
適
用
さ
れ
て
い
る
予
定
利
率
と
比
較
し
て
〇
・
五

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
乖
離
し
て
い
る
場
合
に
は
、
基
準
利
率
に
最
も
近
い
〇
・
二

五
パ
ー
セ
ン
ト
の
整
数
倍
の
利
率
（
基
準
利
率
が
〇
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
整
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数
倍
の
利
率
と
〇
・
一
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
乖
離
し
て
い
る
場
合
は
、
基
準
利
率

を
超
え
ず
、
か
つ
、
基
準
利
率
に
最
も
近
い
〇
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
整
数
倍

の
利
率
）
を
予
定
利
率
と
し
、
当
該
基
準
日
の
翌
年
の
四
月
一
日
以
降
締
結
す

る
保
険
契
約
に
適
用
す
る
。

８

法
第
三
条
第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
保
険
に
係
る
保
険
契
約
の

（
新
設
）

う
ち
、
保
険
約
款
に
基
づ
き
保
険
期
間
内
の
一
定
の
日
に
お
い
て
当
該
一
定
の

日
以
降
の
保
険
金
の
額
を
定
め
る
こ
と
に
伴
い
当
該
一
定
の
日
以
降
適
用
す
る

予
定
利
率
を
定
め
る
も
の
（
当
該
一
定
の
日
が
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
降

の
日
で
あ
る
保
険
契
約
に
限
る
。
）
に
お
け
る
当
該
予
定
利
率
は
、
当
該
一
定

の
日
を
当
該
保
険
契
約
の
締
結
の
日
と
み
な
し
て
、
前
項
に
規
定
す
る
予
定
利

率
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
一
定
の
日
以
降
の
期
間
そ
の
他
の
当
該
保
険

契
約
の
特
性
を
考
慮
し
て
、
第
五
項
又
は
第
六
項
の
予
定
利
率
を
適
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

９

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
勘
定
を
設
け
た
保
険
契
約
で
あ
っ
て

５

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
勘
定
を
設
け
た
保
険
契
約
で
あ
っ
て

、
保
険
金
、
返
戻
金
そ
の
他
の
給
付
金
（
以
下
「
保
険
金
等
」
と
い
う
。
）
の

、
保
険
金
、
返
戻
金
そ
の
他
の
給
付
金
（
以
下
「
保
険
金
等
」
と
い
う
。
）
の

額
を
最
低
保
証
し
て
い
る
保
険
契
約
に
関
す
る
責
任
準
備
金
の
積
立
方
式
及
び

額
を
最
低
保
証
し
て
い
る
保
険
契
約
に
関
す
る
責
任
準
備
金
の
積
立
方
式
及
び

予
定
死
亡
率
等
の
水
準
は
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

予
定
死
亡
率
等
の
水
準
は
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

一
般
勘
定

一

一
般
勘
定

イ

積
立
方
式
は
、

に
掲
げ
る
額
か
ら

に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
を

イ

積
立
方
式
は
、

に
掲
げ
る
額
か
ら

に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
を

(1)

(2)

(1)

(2)

積
み
立
て
る
方
式
（
以
下
「
標
準
的
方
式
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
た
だ

積
み
立
て
る
方
式
（
以
下
「
標
準
的
方
式
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
た
だ

し
、
標
準
的
方
式
以
外
の
方
式
（
以
下
「
代
替
的
方
式
」
と
い
う
。
）
を

し
、
標
準
的
方
式
以
外
の
方
式
（
以
下
「
代
替
的
方
式
」
と
い
う
。
）
を
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使
用
し
た
場
合
に
お
い
て
計
算
さ
れ
る
責
任
準
備
金
が
、
標
準
的
方
式
に

使
用
し
た
場
合
に
お
い
て
計
算
さ
れ
る
責
任
準
備
金
が
、
標
準
的
方
式
に

よ
り
計
算
さ
れ
る
責
任
準
備
金
の
債
務
履
行
を
担
保
す
る
水
準
と
同
等
で

よ
り
計
算
さ
れ
る
責
任
準
備
金
の
債
務
履
行
を
担
保
す
る
水
準
と
同
等
で

あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
標
準
的
方
式
に
替
え
て
、
代
替
的
方

あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
標
準
的
方
式
に
替
え
て
、
代
替
的
方

式
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

式
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
般
勘
定
に
お
け
る
最
低
保
証
に
係
る
保
険
金
等
の
支
出
現
価

一
般
勘
定
に
お
け
る
最
低
保
証
に
係
る
保
険
金
等
の
支
出
現
価

(1)

(1)

一
般
勘
定
に
お
け
る
最
低
保
証
に
係
る
純
保
険
料
（
法
第
四
条
第
二

一
般
勘
定
に
お
け
る
最
低
保
証
に
係
る
純
保
険
料
（
法
第
四
条
第
二

(2)

(2)

項
第
四
号
、
第
百
八
十
七
条
第
三
項
第
四
号
又
は
第
二
百
二
十
条
第
三

項
第
四
号
、
第
百
八
十
七
条
第
三
項
第
四
号
又
は
第
二
百
二
十
条
第
三

項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
収
入
現

項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
収
入
現

価

価

ロ

予
定
死
亡
率
は
、
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
率
と
す
る
。

ロ

予
定
死
亡
率
は
、
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
率
と
す
る
。

ハ

割
引
率
（
責
任
準
備
金
の
計
算
時
に
お
い
て
、
将
来
発
生
す
る
キ
ャ
ッ

ハ

割
引
率
（
責
任
準
備
金
の
計
算
時
に
お
い
て
、
将
来
発
生
す
る
キ
ャ
ッ

シ
ュ
フ
ロ
ー
を
現
在
価
値
に
換
算
す
る
率
を
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る

シ
ュ
フ
ロ
ー
を
現
在
価
値
に
換
算
す
る
率
を
い
う
。
）
は
、
第
四
項
の
規

保
険
契
約
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
予
定
利
率
と
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
締
結
す
る
保
険
契
約

第
四

(1)
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
予
定
利
率

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
降
締
結
す
る
保
険
契
約

第
七
項
の
規

(2)
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
予
定
利
率

ニ

標
準
的
方
式
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
期
待
収
益
率
は
ハ
に
定

ニ

標
準
的
方
式
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
期
待
収
益
率
は
ハ
に
定

め
る
率
と
し
、
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
（
資
産
価
格
の
予
想
変
動
率
を
い
う
。

め
る
率
と
し
、
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
（
資
産
価
格
の
予
想
変
動
率
を
い
う
。

）
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

）
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

国
内
株
式

十
八
・
四
パ
ー
セ
ン
ト

国
内
株
式

十
八
・
四
パ
ー
セ
ン
ト

(1)

(1)

邦
貨
建
債
券

三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

邦
貨
建
債
券

三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

(2)

(2)

外
国
株
式

十
八
・
一
パ
ー
セ
ン
ト

外
国
株
式

十
八
・
一
パ
ー
セ
ン
ト

(3)

(3)
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外
貨
建
債
券

十
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト

外
貨
建
債
券

十
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト

(4)

(4)

二

特
別
勘
定

二

特
別
勘
定

特
別
勘
定
に
お
け
る
責
任
準
備
金
は
収
支
の
残
高
と
す
る
。

特
別
勘
定
に
お
け
る
責
任
準
備
金
は
収
支
の
残
高
と
す
る
。

規
則
第
六
十
八
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
法
第
百

（
新
設
）

10
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
金
融
庁
長
官
が
定
め
た
責
任
準
備
金
の
計
算

の
基
礎
と
な
る
べ
き
予
定
利
率
並
び
に
規
則
第
百
四
十
九
条
第
二
項
第
三
号
及

び
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百

十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
金
融
庁
長
官
が
定
め
た
責
任
準
備
金
の
計
算

の
基
礎
と
な
る
べ
き
予
定
利
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
締
結
す
る
保
険
契
約

第
四
項
の

規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
予
定
利
率

二

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
降
締
結
す
る
保
険
契
約

第
七
項
の
規
定
に

よ
り
適
用
さ
れ
る
予
定
利
率


